
市役所からのお知らせ

（※１）給与支払報告書により課税されるかたで、各種控除（※２）の追加を受けようとするかたは、申告が必要です。
（※２）控除の主なものとして、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料、生命保険料、地震保険料
　　　　などがあります。
（※３）公的年金の収入が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下のかた、年末調整済給与のほかに20万円以下の所得があったか
　　　　たは、所得税法の改正により確定申告は不要となりましたが、市県民税の申告は必要です。

申告が必要なのか確認しましょう

平成27年１月１日から12月31日までに収入があったかた

市・県民税の申告は必要ありません 市・県民税の申告が
必要です

▶収入がなかったかた
▶非課税の収入があったかた
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ありません
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要な場合は、
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す。

　税務署から確定申告書が郵送され
ているかた、譲渡所得（収用を除
く）や配当所得があるかた、住宅
ローン控除１年目のかたは税務署で
申告してください。

平成28年１月１日現在で十和田市に住所があるかた
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平成27年中の
収入が給与
のみのかた

勤務先から2
月１日までに
十和田市役所
へ給与支払報
告書が提出さ
れているかた
（勤務先に確
認してくださ
い）
（※１）

平成27年中の収入が
公的年金のみのかた

平成28年１月
１日現在で

▶65歳以上の
　かた
→公的年金収
　入の合計額
　が148万円
　以下のかた
▶65歳未満の
　かた
→公的年金収
　入の合計額
　が98万円　
　以下のかた
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